
第
３

回
全

国
村

長
サ

ミ
ッ

ト
—

—
1

む
ら

の
わ

だ
い

—
—

—
—

—
—

—
3

保
健

福
祉

の
ひ

ろ
ば

—
—

—
—

—
5

　

お
し

ら
せ

—
—

—
—

—
—

—
—

—
1

1

村
長

エ
ッ

セ
ー

—
—

—
—

—
—

—
1

3

カ
レ

ン
ダ

ー
—

—
—

—
—

—
—

—
1

4

SAGARA VILLAGE

D
ecem

ber.2014  Vol.413

12
月



1

in  相良村
全国村長サミット
第3回

村輝かずして国輝かず！！
　

10
月
25
日（
土
）、
26
日（
日
）

の
２
日
間
、
相
良
村
総
合
体
育
館

で
「
第
３
回
全
国
村
長
サ
ミ
ッ

ト
」
が
開
か
れ
、
北
海
道
か
ら
鹿

児
島
県
ま
で
35
村
の
村
長
ら
が
参

加
し
、
村
の
あ
り
方
に
つ
い
て
意

見
を
交
換
し
ま
し
た
。

　

相
良
中
学
校
吹
奏
楽
部
に
よ
る

演
奏
で
幕
を
開
け
、
德
田
村
長
が

主
催
者
挨
拶
、
友
田
議
長
が
歓
迎

の
挨
拶
を
述
べ
、
村
長
や
来
賓
の

皆
さ
ん
を
歓
迎
し
ま
し
た
。ま
た
、

蒲
島
郁
夫
県
知
事
も
来
村
さ
れ
、

ご
挨
拶
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　俳優として東京で
活躍されている中原
氏がふるさと人吉球
磨の地を離れ、上京
した時の心境やふる
さとへの思いを語っ
ていただきました。
　また、ウクレレに
よる「ふるさと」の
弾き語りで観客を魅
了しました。

　村食生活改善推進員協議会や村グリーンツーリズム
研究会の皆さんの協力のもと、地元ならではのおいし
いお料理で全国からお越しくださった村長や来賓の皆
様をおもてなし。

　全国のモデルとなる特徴ある村おこしを全国の村か
ら募集し、最も輝く村を表彰しました。

  最 優 秀 賞
岐阜県東白川村
　F

フ ォ レ ス タ イ ル

ORESTYLE プロジェクト

  優 秀 賞
北海道神

か も え な い

恵内村
むら

　神恵内村藻場　　LAND プロジェクト事業
北海道音

お と い ね っ ぷ

威子府村
むら

　自然エネルギー再生・活用プロジェクト
和歌山県北山村
　「全国で唯一」から生まれる固有の村づくり

福岡県東
とうほう

峰村
むら

　東峰ムラガールズ

福岡県赤村　　赤村トロッコ油須原線

記念講演「私とふるさと」
俳優　中原　丈雄 氏（人吉市出身）

相良村 食の文化祭

村 オブ ザ イヤー 2014
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今
回
の
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
食
の

文
化
祭
や
会
場
展
示
な
ど
、
村
内

各
種
団
体
や
多
く
の
地
域
住
民
の

方
々
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
を
契
機

と
し
て
高
ま
っ
て
き
た
、
村
民
同

士
の
連
帯
感
や
地
域
づ
く
り
に
対

す
る
意
識
を
、
更
に
盛
り
上
げ
て

い
き
な
が
ら
、
今
後
も
地
域
が
輝

く
元
気
な
村
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

分
科
会
終
了
後
の
閉
会
行
事
で

は
、
第
１
回
、
第
２
回
全
国
村
長

サ
ミ
ッ
ト
を
開
催
さ
れ
た
長
野
県

木
島
平
村
の
芳
川
修
二
村
長
に
サ

ミ
ッ
ト
へ
の
思
い
を
語
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
平
成
の
大
合
併
で

１
８
３
ま
で
減
少
し
た
村
を
守
っ

て
い
く
た
め
に
村
の
課
題
を
話
し

合
い
、
解
決
し
、
村
の
魅
力
を
発

信
す
る
た
め
に
「
全
国
村
長
サ

ミ
ッ
ト
」
を
企
画
し
た
と
い
う
サ

ミ
ッ
ト
誕
生
の
経
緯
を
話
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
農
山
漁
村
と
都
市

の
両
方
が
繁
栄
し
て
こ
そ
日
本
が

成
熟
し
た
国
家
と
な
る
と
考
え
、

双
方
が
知
恵
を
出
し
合
い
な
が
ら

政
策
研
究
を
進
め
る
場
と
し
て

「
農
村
文
明
創
生
首
長
連
盟
」
の

設
立
を
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
京
大
学
名
誉
教
授
の
大
森

彌
氏
に
は
、
本
サ
ミ
ッ
ト
の
全
体

総
括
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
自
治
体
消
滅
論
」
に
つ
い
て
触

れ
、「
人
口
減
少
の
た
め
に
自
治

体
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
」
と

し
た
上
で
、
平
成
の
大
合
併
で

１
６
０
０
以
上
の
町
村
が
消
滅
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
治
体
が
自

分
た
ち
の
地
域
の
自
治
を
放
棄
し

た
た
め
で
あ
る
と
説
明
。「
人
口

減
少
等
で
苦
し
い
状
況
で
も
、
自

分
た
ち
の
自
治
体
を
維
持
し
よ
う

と
住
民
と
と
も
に
努
力
す
る
限

り
、
自
治
体
が
な
く
な
る
こ
と
は

な
い
。
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
に

地
域
を
輝
か
せ
る
か
と
い
う
こ
と

が
大
事
」と
述
べ
ら
れ
、本
サ
ミ
ッ

ト
の
総
括
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
農
山
漁
村
の
歴
史
と

文
化
を
継
承
す
る
こ
と
な
ど
、
７

つ
の
項
目
を
定
め
た
「
全
国
村
長

サ
ミ
ッ
ト 

in 

相
良
村
」
宣
言
文

を
德
田
村
長
と
と
も
に
全
国
の
村

長
が
読
み
上
げ
、
村
づ
く
り
へ
の

決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
德
田
村
長
よ
り
次
回
開

催
地
と
し
て
福
島
県
天
栄
村
が

発
表
さ
れ
、
第
４
回
全
国
村
長

サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
が
決
定
し
ま

し
た
。

　４つの分科会に分かれ、各テーマ
に沿って、助言者を中心に村長たち
が意見交換をし、村のあり方につい
て考えました。

分　科　会

芳川 修二 氏
長野県木島平村村長

大森 彌 氏
東京大学名誉教授

第３分科会
「食や農等を基盤にした集落づくり 
～交流の意義の中で～」
山口 祥義 氏

（㈱JTB総合研究所　地域振興ディレクター）

第４分科会
「集落ぐるみの見守り、たすけあい」
沢畑 亨 氏

（熊本県水俣市久木野ふるさとセンター　愛林館館長）

第２分科会
「地域に飛び出せ！自治体職員」
椎川 忍 氏

（一般財団法人地域活性化センター　理事長）

第１分科会
「“集落”と“誇り”を守る」
宮口 侗廸 氏

（早稲田大学教育・総合科学学術院　教授）

宣言文を読み上げる村長ら
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最優秀学年賞を獲得した３年生ご家族とともに１００歳をお祝い

　大正３年生まれの朝倉トミヱさん（上園）が１０
月３０日に１００歳の誕生日を迎えられました。
長年、社会のために尽くされた功績をたたえられ、
德田村長から表彰状とお祝いの品が贈られました。
　入所されているサンライフみのりに息子さんご
夫婦の朝倉信助さん、マキエさんも駆けつけ、と
もに１００歳の誕生日をお祝いされました。
　これからもお体に気を付けられ、ますますお元
気でお過ごしください。

　相良中学校体育館で相良中学校校内合唱コン
クールが開かれました。
　学年対抗の部は課題曲と自由曲の２曲、クラス
対抗の部は自由曲を１曲発表し、歌声を競い合い
ました。３年生が下級生を圧倒し、上位を独占し
ました。　
　学年対抗の部　　最優秀学年賞　　３年生 
　クラス対抗の部　最優秀クラス賞　３年１組
　金賞　３年２組、２年１組、２年２組
　銀賞　１年１組、１年２組

優勝されたＣチームのみなさん 熊本県代表として好成績を残されました

　相良村体育協会主催の第３９回村民ゲートボール
大会が相良村運動公園で開催されました。今年は４
チームの参加で、各チームとも優勝を目指して熱い
戦いが繰り広げられました。結果、Ｃチームが優勝
され、８６歳の上村長利さん（十島）、８９歳の山田
トナミさん（井沢）が最高齢賞を受賞されました。
　優　勝　Ｃチーム（山田トナミ、赤坂芙美代、

　　　　　桑原和子、森松智惠子、下村サツエ）
　準優勝　Ｄチーム（赤坂勝、江嶋幸人、

　　　　　森松榮一、西一郎）
　第 3 位　Ａチーム（岩切 行、髙岡千鶴、

　　　　　江嶋幾重、恒松キヨカ、松﨑タカ）
（敬称略）

息の合った歌声を披露
相良中学校合唱コンクール24

10いつまでもお元気で
朝倉トミヱさん１００歳

10
30

ご長寿も元気にプレイ
第39回村民ゲートボール大会

カヌー競技で入賞
第69回国民体育大会出場

　宮原貴朗さん（鹿屋体育大学３年＝上川上）が長
崎県で開かれた「第６９回国民体育大会」カヌー
競技のカヌースプリント２００ｍで第７位に入賞
しました。「国体は成人の部では初出場で、入賞で
きてほっとしている」と感想を話していました。
　関西学生カヌー選手権大会では、１, ０００ｍ
フォアで優勝、全日本学生カヌースプリント選手
権大会では、１, ０００ｍリレーで優勝、１, ０００ｍ
フォアで優勝するなど、各種大会で上位入賞を果
たしています。

10
20

10　15
・16
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有馬駿之介くん銅メダル
スペシャルオリンピックス

相良中男子が初優勝
第52回熊本県中学校剣道大会

見事初優勝を飾った相良中学校剣道部

　第５２回熊本県中学校剣道大会が菊池市総合体
育館で開かれ、相良中学校剣道部が男子の部で初
優勝を飾りました。
　準決勝は全国大会優勝経験もある強豪九州学院
中、決勝は練習試合でも何度も対戦してきた西山
中を下し、人吉球磨に１４年ぶり４回目の優勝を
もたらしました。
　「どの試合も接戦を繰り広げ、試合ごとにチーム
の結束を固めつかんだ優勝」と中武修監督は今回
の優勝を振り返りました。

　有馬駿之介くん（相良北小学校わくわく学級＝
中四浦）がスペシャルオリンピックス２０１４福
岡のゴルフに出場し、子どもから大人まで出場す
る中、見事、銅メダルを獲得しました。
　スペシャルオリンピックスは、知的障害のある
アスリートの社会参加や技術向上などを図るため
の大会です。
　駿之介くんは、「４年後の大会では、金メダルを
取れるようもっと頑張りたい」とさらに高い目標
を掲げ、練習に取り組まれます。

銅メダルを持って凱旋報告

　相良南小学校１年生３１人を対象に、熊本県動
物管理センターと人吉保健所から講師４人と犬２
匹を招き、動物の命の大切さを学ぶ授業が行われ
ました。
　捨てられる犬を減らし、犬によってけがをしな
いよう、犬の気持ちに寄り添った犬との関わり方
を勉強しました。
　中川結衣ちゃん（平原）は、はじめは恐る恐る犬
に近づいていましたが、触ると「毛がふわふわし
てかわいい」と犬をかわいがっていました。

犬とふれあう児童

　人吉球磨環境協議会によるエコクッキング教室
が、相良南小学校５年生を対象に開かれました。
　同協議会は、人吉球磨各市町村の地球温暖化防
止推進員（相良村は大塚繁子さん＝松葉）で構成さ
れ、毎月１回以上のペースでエコクッキングや環
境に関係した活動を行っています。
　エコクッキングの内容は、おからコロッケとサ
ラダで、調理中はできるだけ水を使わない工夫や、
生ごみがほとんど出ないようにするコツを教わり
ながら、調理を行いました。

大塚さんがエコのコツをわかりやすく指導

10
21

環境にやさしい
エコクッキング 21

10 犬の気持ちになって
動物の命の大切さを学ぶ

11
1

11　２
・３
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の保健福
祉

ひろば

12月の小児科在宅当番医
７日㈰ たかはし小児科内科医院
14日㈰ 公立多良木病院小児科
21日㈰ やまむら医院
23日㈷ 増田クリニック小児科
28日㈰ たかはし小児科内科医院
29日㈪ 堤病院付属九日町診療所小児科
30日㈫ やまむら医院
31日㈬ 人吉医療センター　小児科

２４－２２２２
４２－２５６０
４５－０００５
２２－３５７０
２４－２２２２
２２－２２５１
４５－０００５
２２－２１９１

〈受診時間/午前9時〜午後5時〉

※受診される場合は、医療機関へ連絡してください。

　
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
１
ヶ
月
と
な

り
ま
し
た
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日
に
日
に
寒
さ
が
増
し
て
き
て
い
ま
す

が
、
風
邪
な
ど
ひ
か
れ
な
い
よ
う
気
を
付

け
て
く
だ
さ
い
ね
。

　
10
月
は
、
か
ぼ
ち
ゃ
を
使
っ
て
、
お
菓

子
作
り
を
し
ま
し
た
。

　

12
月
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
会
の
予
定
で

す
☆

　
ぜ
ひ
、
お
友
達
を
誘
っ
て
気
軽
に
お
い

で
く
だ
さ
い
! !

【
問
合
せ
先
】

　
福
祉
係

　
完
全
予
約
制
年
金
相
談
会
を
、人
吉
市・

球
磨
郡
で
毎
週
３
回
開
催
。

　
年
金
の
専
門
家　
社
会
保
険
労
務
士
が

あ
な
た
の
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

■
開
催
日

○
人
吉
市
役
所

　
〈
月
曜
日
〉

　
　
１
日
・
８
日
・
15
日
・
22
日

　
〈
金
曜
日
〉

　
　
５
日
・
12
日
・
19
日
・
26
日

○
多
良
木
町
役
場

　
〈
水
曜
日
〉

　
　
10
日
・
24
日

○
錦
町
役
場

　
〈
水
曜
日
〉

　
　
３
日
・
17
日

【
問
合
せ
・
予
約
申
し
込
み
】

　
国
保
係
ま
た
は
八
代
年
金
事
務
所

　
予
約
担
当

　
（
☎
０
９
６
５

－

３
５

－

６
１
２
３
）

相
良
村
子
育
て
応
援
事
業

ち
ゃ
ち
ゃ
ク
ラ
ブ
だ
よ
り

年
金
相
談
会
の
開
催

　
　
　
　
　

  

〈
12
月
分
〉

平
成
26
年
度
調
理
師
業
務

従
事
者
届
の
提
出
に
つ
い
て

お問い合わせは　保健福祉課（直通）☎３５−１０３２
国保係　戸籍係　福祉係　保健係（ふれあいセンター内）

　
就
業
し
て
い
る
調
理
師
は
、
法
に
基
づ

き
２
年
ご
と
に
就
業
地
な
ど
に
関
す
る
届

出
が
必
要
で
す
。

■
対
象

平
成
27
年
12
月
31
日
現
在
、
調
理
師
免

許
を
有
し
県
内
で
調
理
業
務
に
従
事
し

て
い
る
方

■
届
出
用
紙
の
設
置
場
所

県
庁
健
康
づ
く
り
推
進
課
、
熊
本
県
の

保
健
所
、
熊
本
市
の
保
健
所
及
び
各
区

役
所
、
山
鹿
市
役
所

■
提
出
期
限

　
平
成
27
年
１
月
15
日（
木
）

■
提
出
先

就
業
地
を
所
管
す
る
保
健
所（
山
鹿
保

健
所
を
除
く
）、
就
業
地
が
熊
本
市
の

方
は
熊
本
市
保
健
所
、
就
業
地
が
山
鹿

市
の
方
は
山
鹿
市
役
所

■日時／１２月１７日（水）　９：３0より受付
■場所：相良村ふれあいセンター
※準備の都合上、１２日（金）までお知らせください。
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保健福祉のひろば

　平成２７年１月からの診療分より下記のとおり変更となります。
　手続き等は必要ありませんが、新しい受給者証の確認と、古い受給者証の破棄を各自行っていただきますよ
うお願いします。（新しい受給者証は１２月中旬発送予定）

変更となる点（平成２７年１月診療分より）
　○熊本県内の医療機関及び薬局での外来受診において窓口負担がなくなります。

（ただし入院の場合、県外で受診される場合、また保険適用の柔道整復術を受けた場合は、一旦窓口でお支
払い後に役場へ申請いただきます。）

　　従来どおり・・・助成対象外のものは自己負担となります。
　　　・健康保険適用外のもの
　　　・入院時の食事療養費、室料差額、薬の容器代
　　　・予防接種料、健康診断料
　　　・診断書代等

　○新しい受給者証に変わります。（全対象者）
　　

（旧）　ピンクの受給者証　　　　　　　　　（新）水色の受給者証
　　　　　黄色の受給者証

※１２月の中旬頃に新しい受給者証を郵送で送付しますので、１２月中の受診は古い受給者証を利用してい
ただき、平成２７年１月から新しい受給者証をご利用ください。古い受給者証は確実に破棄いただきます
ようお願いします。

受給対象者に次のことが生じた場合は、必ず村まで届け出てください。
　（１）住所・氏名を変更したとき。　　　　　（２）加入保険が変更になったとき。
　（３）生活保護を受けるようになったとき。　（４）その他届出事項に変更があったとき。

【問合せ及び申請受付】相良村保健福祉課保健係（役場隣ふれあいセンター内）
　　　　　　　　　　　☎３５－１０３２

● 薬の有効性や安全性はすでに認められたものです。
　 先発医薬品と薬の主な成分が同じなので、効果・効能に変わりはありません。
● 先発医薬品より安価な価格設定がされています。
　 開発や研究にかかる時間・コストが少ないので、大変経済的です。
※ 医師や薬剤師にジェネリック医薬品への変更を言い出しづらい場合は、
　 「ジェネリック医薬品お願いカード」を提示することで意思表示できます。
※ すべての新薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
　 医師や薬剤師に相談しましょう。

・相良村国民健康保険
・後期高齢者医療保険

　医師が処方する薬には、新薬である先発医薬品のほかに、先発医薬品の特許期間が切れた後に発売されるジェ
ネリック医薬品（後発医薬品）があります。

【問合せ先】国保係

相良村子ども医療費助成制度が変わります !

ご存じですか？ ジェネリック医薬品
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　平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支
援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が本格的にスタートします。
　これに伴い、保育所や幼稚園などの利用を希望される場合、入所、入園の申請とは別に保護者の就労状況な
どをもとに認定を受けていただく必要があります。

■３つの認定区分
　新制度では、以下の３つの区分の認定に応じて、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育などの利用
先が決まります。

認定区分 対 象 と な る お 子 さ ん 利用できる施設

１号認定 お子さんが 満３歳以上 で、幼稚園や認定こども園などで教育を希望する
場合

幼稚園
認定こども園

２号認定 お子さんが 満３歳以上 で、「就労や疾病など」に該当し、保育所や認定
こども園などで教育・保育を希望する場合

保育園
認定こども園

３号認定 お子さんが ３歳未満 で、「就労や疾病など」に該当し、保育所や認定こど
も園などで保育を希望する場合

保育園
認定こども園
地域型保育

　　★ 新制度に移行しない幼稚園については、支給認定の必要はありません。

■利用の流れ
　◆幼稚園等を利用希望の場合　　　　　　　　　　　　◆保育所等を利用希望の場合

①幼稚園等に直接利用申し込みをします

②幼稚園等から入園の内定を受けます

③幼稚園等を通じて利用のための認定を
申請します

④幼稚園等を通じて市町村から認定証が
交付されます

⑤幼稚園等と契約します

保育標準時間　◆フルタイム就労を想定した利用時間（最長１１時間）

保育短時間　　◆パートタイム就労を想定した利用時間（最長８時間）

①「保育の必要性」の認定申請および保育
所等の利用希望の申込みをします

②申請者の希望、保育所等の利用状況な
どにより、村が利用調整をします

③村から認定証の交付および施設利用内
定通知を送付します

　（就労状況により
　　保育標準時間 と 保育短時間
　　に認定します）

④利用先の決定後、契約となります

平成27年度４月から  子ども・子育て支援新制度が始まります

保健福祉のひろば

【問合せ先】保健福祉課　福祉係　☎３５－１０３２（直通）
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●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

保健福祉のひろば

■受付及び受付場所

受　  付　  日 時　　間 受  付  場  所

平成２７年１月１６日（金） ８：３０
～１９：００

相良村役場
２階　大会議室

◎村内に住所を有する児童が認可保育所（園）に入所する場合は、次に記載している書類を準備し上記の
受付日に申し込みをしてください。

■受付日に持参するもの

①「施設型給付費・地域型保育給付費等　支給認定申請書」（児童 1 人１枚）
・施設型給付・・・認定こども園・保育所・幼稚園
・地域型保育・・・施設より少人数の単位で０〜２歳の子どもを預かる事業
　　　　　　　　　（家庭的保育・小規模保育等）

②「保育所入所申込書」（児童１人１枚）

③「保育所入所面接調査票」（世帯１枚）

④添付書類（保育を必要とする事由を証明する書類）
・就労（予定）証明書・自営業従事証明（地区の区長又は民生委員の証明が必要）など
・児童と同居している父母または６５歳未満の同居の祖父母の分それぞれ必要です。

⑤印鑑（認印可）

※１月２日以降に村外から転入された方は平成 26 年度の課税証明書が必要です。

◎子ども・子育て支援新制度につきましては、右ページをご覧ください。
なお、詳細につきましては、回覧でもお知らせいたしますが、現在、保育所（園）を
ご利用されているお子様につきましては、保護者の方へ申込書と一緒に配布いたし
ますので、ご覧いただきますようお願いします。
また、①〜④の各種様式につきましては、相良村役場保健福祉課及び村内保育所（園）
にありますので、必要事項をご記入の上、ご持参ください。

◎新規に申込みされる方については、事前に申込書を役場保健福祉課福祉係に受け取
りにおいでください。

保育料の未納がある方は、早急に納入されますようお願いします！

【問合せ先】保健福祉課　福祉係　☎３５－１０３２（直通）

平成27年度（平成27年４月１日からの入所分）  保育所入所受付案内
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健康づくりを
お手伝いします

管  理  栄  養  士  が
保  健  師  と●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

血圧を上げる要因と対策法（肥満・食事）
【シリーズNo.6】

肥満がなぜ高血圧を引き起こすのか。
１、内臓脂肪が多いと血液量が増加するため、全身の末梢血管

を圧迫し血圧を上昇させる。
２、内臓脂肪細胞から血管を収縮させるホルモンが分泌される

ため、血圧を上昇させる。
３、過食によって食塩の摂取量も増えて、血圧を上昇させる。
４、交感神経機能が亢進すると、血管が収縮し、血圧を上昇さ

せる。
５、インスリンに対して抵抗性が高まり、糖代謝が正常に行わ

れなくなり、血圧を上昇させる。

　肥満は高血圧だけでなく、脂質異常
症（高脂血症）、糖尿病を合併しやすく、
動脈硬化の進行を加速させる危険性が
高まります。特に更年期の女性は、女
性ホルモンの分泌低下により、太りや
すくなるとともに、臓器を保護する機
能も弱まるため、動脈硬化の発症率が
高くなります。

食事・日常における注意点
①肉は脂の少ないものを選びましょう。 
②エネルギー量の低いこんにゃく・海そう・きのこ類などを上

手に料理に入れましょう。
③市販の惣菜やインスタント食品などにはエネルギーの高いも

のがたくさんあります。内容を確かめてから使いましょう。
④油の多い中華・洋風料理より、和風料理にしましょう。
　（和食は塩分摂りすぎに注意が必要です）
⑤天ぷら･フライなど揚げ物は衣に油が多く含まれ、エネルギー

が高くなりがちです。量や食べる頻度に気をつけましょう。
⑥テフロン加工のフライパンや、蓋を使って蒸し焼き料理など、

油を使う量を減らしましょう。
⑦味付けが濃いと、ついついごはんを食べ過ぎてしまいます。

薄味にして、香辛料も控えめにしましょう 。
⑧切り方や盛り付けでかさを多く見せる工夫をしましょう。
⑨食事は良く噛んで食べましょう。
⑩有酸素運動を基本とし、ゆっくりと減量しましょう。
⑪ストレスが原因で過食をしてしまう人は、食べる以外にスト

レス解消法を見つけましょう。

　肥満の人が必ずしも高血圧になるわけではありませんが、高血圧の発症率は肥満で
ない人の２～３倍も高くなります。肥満の人が減量すると血圧が下がったという例は
非常に多く、肥満の人が１kg減量すると、血圧は約２㎜Hg下がるといわれます。

◆次回は「気を付けたい日常の動作・行動」について記載予定です。

学校保健委員会だより

　むし歯や歯周病を予防するには毎日の丁寧な歯磨き

でできるだけ磨き残しを少なくすることが重要です

が、歯ブラシだけでは歯の表面はきれいに磨けても、

歯と歯の間の歯垢（プラーク）は６０％程度しか除去で

きないと言われています。むし歯や歯周病が最も起こ

りやすいのが歯と歯の間です。そこで歯ブラシで磨い

た後にはデンタルフロスを使う事で歯垢（プラーク）除

去率は格段に上がります。

　フロスは日本では馴染みがうすいですが、アメリカ

などでは歯ブラシと同じくらいの位置付けで一般家庭

に定着しています。

　フロスは歯と歯の間に糸を通して、両側の歯の面を

磨いて歯垢（プラーク）を落とす道具です。フロスを初

めて使う方には、歯の間に入れやすいホルダーについ

たY字型のものが奥歯に簡単に挿入できて使いやすい

のでお勧めです。いわゆる糸ようじです。

　切れるまで洗って何回でも使えます。歯間に通す時

には、のこぎりを引くように糸をずらしながら押し入

れる感じです。糸が通ったら、両側の歯の面を２～３

回こすって磨きます。慣れるまでは鏡を見てどこに入

れているか確認しながら使いましょう。

　フロスの使用は１日１回で良いでしょう。お風呂に

常備しておくと浸かりながら忘れずに出来ます。使い

始めの頃は糸に歯垢（プラーク）や血が付いて、腐った

ようないやな臭いがしますので歯ブラシだけでは歯と

歯の間が磨けていないのがわかります。習慣になって

くると逆に使わない方が気持ち悪くなってきます。ま

た、出血するという事はそこに歯垢（プラーク）が溜

まっているという事なのでそういった所ほどしっかり

磨いた方が良いです。歯周ポケットの深い所まで歯垢

（プラーク）を落とすためにフロスが入るところまで深

く差しこんで構いません。毎日フロスを使っていても

出血がおさまらなかったり、フロスが引っかかって切

れたり、ほつれたりする場合は、歯と歯の間にむし歯

や歯石がある可能性もあります。その場合は歯科医院

で相談してみましょう。

デンタルフロスを習慣にしましょう
佐々木歯科医院　医院長　　佐々木　満博
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図
書
館
め
ぐ
り

相
良
南
小
学
校
図
書
館
を
紹
介
し
ま
す

【
今
回
の
担
当
：
山
口
（
相
良
南
小
）】

第
四
回

    

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？

　
相
良
村
の
小･

中
学
校
の
図
書
館
は
児

童
や
生
徒
、
先
生
方
だ
け
で
は
な
く
、
地

域
の
方
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
四
回
目
は
、
相
良
南
小
学
校
の
図
書
室

の
紹
介
を
し
ま
す
。

　

相
良
南
小
学
校
南
側
の
棟
の
二
階
に
図

書
館
は
あ
り
ま
す
。
教
室
二
つ
分
ほ
ど
の

広
い
図
書
館
で
す
。
平
成
二
十
一
年
度
に

は
図
書
室
の
改
装
も
あ
り
、
さ
ら
に
明
る

く
過
ご
し
や
す
い
場
所
と
な
り
ま
し
た
。

休
み
時
間
に
な
る
と
、
読
書
の
好
き
な
南

小
の
児
童
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
夏
休
み
の
図
書
館
開
放
で
は
、

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
や
、
紙
粘
土
の
工
作
、
ど

ん
ぐ
り
の
会
の
読
み
聞
か
せ
も
あ
り
、
多
く

の
児
童
や
、
保
護
者
の
方
に
も
図
書
室
を
利

用
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
月
は
図
書
館

の
夜
間
開
放
も
開
催
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
読
書
を
楽
し
め
る
環
境
づ

く
り
や
行
事
を
積
極
的
に
お
こ
な
い
、
多
く

の
児
童
に
本
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

◦図書蔵書冊数…１１，００５冊（４月現在）
◦開館日･開館時間…月～金（祝祭日は休み）
　　　　　　　　　　午前８時～午後３時
◦貸出期間…１ヶ月、５冊

☆ご利用についてのお問い合わせは、
　各学校の担当までお願いします。

夏休みの図書室でどんぐりの会の読み聞かせ

 相良南小学校図書室

「農地の出し手（貸し手）」に対する支援 ～機構集積協力金～
　「高齢となり農業ができない」「後継者がいないので農地の管理ができない」「水田では水稲を作付するが、畑
の栗園は誰かに貸したい」などの理由により、所有している「農地」を「機構（熊本県農業公社）」を通して地
域の中心的な農業者へ貸し付け要件を満たした場合、次のような協力金を受け取ることができます。
　役場では、農地集積支援員を産業振興課（☎３５－１０３４）に配置し、
相談窓口を設置しておりますので、いつでもご相談ください。

１．地域に対する支援（地域集積協力金）
　　① 交付対象者：村内の「地域（集落）」組織
　　② 交 付 要 件：「地域」内の農地の一定割合以上が機構に貸し付けられていること
　　③ 交 付 単 価：「地域」内の全農地面積のうち機構への貸付け割合に応じた単価

２割〜５割以下：２. ０万円／１０a
５割〜８割以下：２. ８万円／１０a
８割以上　　　：３. ６万円／１０a

２．個々の出し手に対する支援
　（１）農業リタイア、経営転換する場合の支援（経営転換協力金）
　　　①交付対象者：機構に農地を貸し付ける「リタイアする農業者」「経営転換する農業者」「農地の相続人」
　　　②交 付 要 件：全農地を１０年以上機構に貸付け、かつ、当該農地が機構から受け手に貸し付けられること 
　　　③交 付 単 価：貸付面積に応じた単価　　０. ５ha 以下　　　　：３０万円／戸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０. ５ha 〜２ha 以下：５０万円／戸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２. ０ha　　　　　　：７０万円／戸
　（２）農地の集積・集約化に協力する場合の支援（耕作者集積協力金）

①交付対象者：機構の借受農地等に隣接する農地（以下「交付対象農地」）について「自ら耕作する農地を
機構に貸付けた所有者」「所有者が農地を機構に貸付けた場合の当該農地の耕作者」 

②交 付 要 件：交付対象農地の所有者が交付対象農地を１０年以上機構に貸付け、かつ当該農地が機構
から受け手に貸付けられること

③交 付 単 価：２万円／１０a　　※左記単価は 27 年度までの単価。28 年度から単価は下がります。

※使途は、地域の判断
※左記単価は 27年度までの単価。
　28年度から単価は下がります。

農地を誰かに
貸したいけど…



11

　

工
業
統
計
調
査
は
、
我
が
国
の

工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
統
計
法
に
基
づ

く
報
告
義
務
が
あ
る
重
要
な
統
計

で
す
。

　

調
査
結
果
は
、
中
小
企
業
施
策

や
地
域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と

し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
時
点
は
平
成
26
年
12
月
31

日
で
す
。
調
査
対
象
と
な
る
事
業

所
の
方
の
調
査
へ
の
ご
回
答
・
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

林
退
共
に
加
入
し
て
い
た
が
、

退
職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な

い
方
を
探
し
て
い
ま
す
。
以
前
、

林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
ご

自
身
が
林
退
共
に
加
入
し
て
い
た

か
わ
か
ら
な
い
方
に
つ
い
て
も
お

調
べ
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
罹
災
さ
れ
た
共
済
契
約

　

平
成
27
年
２
月
１
日
現
在
で
、

全
国
一
斉
に
“
農
林
業
の
国
勢
調

査
”
と
い
わ
れ
る
「
２
０
１
５
年

農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
今
後
の
農
林
業

の
政
策
に
役
立
て
る
た
め
に
５
年

ご
と
に
実
施
さ
れ
る
極
め
て
大
切

な
調
査
で
す
。

　

農
林
業
を
営
ん
で
い
る
皆
様
の

と
こ
ろ
に
調
査
員
が
訪
問
し
て
、

調
査
票
に
農
林
業
の
経
営
状
況
な

ど
の
記
入
を

お
願
い
し
ま

す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

者
及
び
被
共
済
者
の
皆
様
に
対

し
、
各
種
手
続（
共
済
手
帳
の
紛

失
、
退
職
金
の
請
求
等
）の
必
要
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
で
き
う
る
限

り
速
や
か
に
対
応
い
た
し
ま
す
の

で
、
最
寄
の
支
部
ま
た
は
本
部
へ

お
問
い
合
わ
せ
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
。

http://w
w

w
.rintaikyo.

taisyokukin.go.jp/

■
問
合
せ

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構
林
業
退
職
金
共
済
事

業
本
部

☎
０
３

－

６
７
３
１

－

２
８
８
７


０
３

－

６
７
３
１

－

２
８
９
０

おしらせ

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

マイナンバーの配布は
平成27年10月から

２
０
１
５
年

農
林
業
セ
ン
サ
ス
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

平
成
26
年
工
業
統
計
調
査

を
実
施
し
ま
す

林
業
退
職
金
共
済
制
度

か
ら
の
お
知
ら
せ

あなたにも、マイナンバー。
はじまります。

　マイナンバー（個人番号）とは、国民一人ひとりが持つ
１２桁の番号のこと。
◦平成２８年１月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が

始まりますので、大切にしてください。
◦法人にも１３桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用でき

ます。

■３つのメリット

■マイナンバー制度のお問い合わせは

0570 - 2 0 - 0
マ

1
イ

7
ナン

8
バー

1行政の効率化

手続きが正確で
早くなる 2 国民の利便性の向上

面倒な手続きが
簡単に 3 公平・公正な社会の実現

給付金などの
不正受給の防止

マイナンバー 検索
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放
送
大
学
で
は
平
成
27
年
度
第

１
学
期（
４
月
入
学
）の
学
生
を
募

集
中
で
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
学

ぶ
通
信
制
の
大
学
で
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い

分
野
を
学
べ
ま
す
。

　

出
願
期
間
は
3
月
20
日
ま
で
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い

ま
す
。

　

お
気
軽
に
放
送
大
学
熊
本
学
習

セ
ン
タ
ー（
☎
０
９
６

－

３
４
１

－

０
８
６
０
）ま
で
ご
請
求
下
さ

い
。
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

■
応
募
資
格

平
成
10
年
４
月
２
日
～
平
成
12

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
子

■
受
付
期
間

　

平
成
27
年
１
月
９
日（
金
）ま
で

■
試
験
日

　

平
成
27
年
1
月
24
日（
土
）

■
試
験
場
所　

　

熊
本
市
内
の
試
験
会
場

■
試
験
科
目

　

一
次
試
験

①
国
語
・
社
会
・
数
学
・
理
科
・

英
語（
中
学
校
卒
業
程
度
）

　

択
一
式（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）

②
作
文　

５
０
０
字
程
度

■
合
格
発
表

　

一
次

　
　

平
成
27
年
１
月
30
日（
金
）

　

最
終

　
　

平
成
27
年
２
月
20
日（
金
）

■
入
校　

平
成
27
年
４
月
上
旬

■
問
合
せ

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
部　

人
吉
地
域
事
務
所

　

☎
２
２

－

４
７
０
４

■
試
験
の
種
類

甲
種
、乙
種
第
１
類
～
第
６
類
、

丙
種

■
願
書
受
付
期
間　

　

書
面
申
請

平
成
27
年
１
月
５
日（
月
）～

14
日（
水
）

　

電
子
申
請

平
成
27
年
１
月
２
日（
金
）～

11
日（
日
）

■
試
験
日

　

平
成
27
年
２
月
14
日（
土
）

■
試
験
地

　

熊
本
市

■
願
書
の
配
置
場
所

（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
熊
本
県
支
部
、
熊
本
市
消

防
局
・
熊
本
県
下
消
防
本
部
及

び
熊
本
県
総
務
部
市
町
村
・
税

務
局
消
防
保
安
課

■
問
合
せ

（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
熊
本
県
支
部

熊
本
市
中
央
区
九
品
寺
１
丁
目

11
番
４
号　

熊
本
県
教
育
会
館

４
階

☎
０
９
６

－

３
６
４

－

５
０
０
５

募
　集

放
送
大
学

４
月
生
募
集
の
お
知
ら
せ

陸
上
自
衛
隊

高
等
工
科
学
校

生
徒
採
用
試
験

危
険
物
取
扱
者
試
験
案
内

村民駅伝大会のご案内 平成２７年
相良村成人式のご案内

　第３７回相良村民駅伝大会を次のとおり開催
します。村民の皆様の応援をよろしくお願いし
ます！

■期日　平成２７年１月１１日（日）　小雨決行
■時間　開会式　　９：２０～
　　　　出　発　１０：００
■コース（周回）

ふれあいセンター横～ＪＡ相良店前～
元アップテニス横～教育委員会前

（総延長１２. １４㎞）

■問合せ　教育委員会　社会教育係
　　　　　☎３５－１０３９

　平成２７年成人式を次のとおり開催いたします。

■日時　平成２７年１月４日（日）
　　　　受付：１２時３０分～
　　　　開式：１３時００分～
■場所　相良村総合体育館　１階研修室
■対象　平成６年４月２日～平成７年４月１日生

まれで、相良村在住、又は村内出身者の
方。
※対象者には、１１月中に案内状を送

付いたします。
　　　　　
■問合せ　相良村教育委員会 社会教育係
　　　　　☎３５－１０３９
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村長エッセー 「輝く相良村 !」

　
先
日
仕
事
を
し
て
い
て
、
ど
こ
か
ら

飛
ん
で
き
た
の
か
、
夏
の
生
き
残
り
な

の
か
、
生
ま
れ
た
の
が
遅
か
っ
た
の

か
、
低
速
飛
行
で
ハ
エ
が
飛
ん
で
き
て

手
に
と
ま
り
ま
し
た
。
動
き
の
鈍
さ
を

感
じ
る
こ
の
ハ
エ
、
季
節
の
中
で
精

い
っ
ぱ
い
生
き
て
い
る
こ
と
を
思
う
と

叩
く
こ
と
も
で
き
ず
、
ふ
っ
と
息
を
吹

き
か
け
て
追
い
返
し
て
し
ま
っ
た
私
で

す･･･

。

　

明
治
時
代
の
人
で
前
田
普
羅（
ま
え

だ
ふ
ら
）と
い
う
東
京
出
身
の
俳
人
を

思
い
出
し
ま
し
た
。

　
「
冬
の
蠅（
ハ
エ
）出
て
き
て
人
に
と

ま
り
け
り
」。

　

と
い
う
俳
句
を
残
し
て
い
ま
す
が
、

前
田
普
羅
に
と
ま
っ
た
冬
の
ハ
エ
の
運

命
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
お

そ
ら
く
私
と
同
じ
だ
っ
た
の
で
は
と
思

い
ま
す
！（
笑
）

　
月
カ
レ
ン
ダ
ー
も
最
後
の
一
枚
と
な

る
時
季
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
も
村
民

の
皆
様
と
共
に
村
づ
く
り
が
で
き
た
こ

と
に
感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

☆

　
10
月
の
25（
土
）と
26（
日
）は
全
国
村

長
サ
ミ
ッ
ト
を
相
良
村
で
開
催
し
ま
し

た
。
多
く
の
村
内
外
の
皆
様
に
参
加
し

て
い
た
だ
き
大
成
功
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
サ
ミ
ッ
ト
テ
ー
マ
は
「
村
輝
か

ず
し
て
国
輝
か
ず
！
」
で
し
た
。

　
地
方
の
村
は
過
疎
と
い
う
現
実
が
あ

り
ま
す
が
国
家
が
存
立
す
る
た
め
に

は
、
村
抜
き
で
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け

で
す
。
も
っ
と
村
と
し
て
の
誇
り
を
持

ち
豊
か
さ
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
！
と
い

う
趣
旨
で
す
。

　
サ
ミ
ッ
ト
は
相
良
村
に
と
っ
て
初
め

て
の
取
り
組
み
で
、
北
海
道
か
ら
九
州

ま
で
35
の
村
の
参
加
が
あ
り
、
蒲
島
熊

本
県
知
事
も
出
席
し
て
頂
き
ま
し
た
。

お
も
て
な
し
で
あ
る
、
お
茶・生
け
花・

コ
サ
ー
ジ
ュ
・
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
パ
ー

テ
ィ
ー
は
村
内
団
体
の
協
力
を
頂
き
、

司
会
・
カ
メ
ラ
マ
ン
は
役
場
職
員
で
行

い
、
通
常
は
プ
ロ
に
委
託
す
る
こ
と
す

べ
て
を
「
村
内
技
術
」
に
支
え
ら
れ
ま

し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
画
期
的
な

出
来
事
で
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
村
も

役
場
職
員
も
成
長
し
輝
く
村
づ
く
り
に

向
か
っ
て
行
く
も
の
と
信
じ
ま
す
。

☆

　
35
の
村
す
べ
て
が
豊
か
な
村
づ
く
り

の
た
め
邁
進
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
い
く
つ
か
ご
紹
介
を
。

　

北
海
道
の
音
威
子
府（
お
と
い
ね
っ

ぷ
）村
は
、
北
海
道
で
も
北
の
方
で
人

口
７
９
０
人
。も
ち
ろ
ん
今
回
の
サ
ミ
ッ

ト
の
最
北
参
加
村
で
す
。
相
良
村
に
来

る
に
佐
近（
さ
こ
ん
）村
長
は
コ
ー
ト
を

着
て
く
る
か
さ
ん
ざ
ん
悩
ん
だ
す
え
着

て
こ
な
く
っ
て
よ
か
っ
た･･･

と
。
相

良
村
長
は
半
袖
シ
ャ
ツ
に
ビ
ッ
ク
リ
と

の
こ
と
。
そ
れ
も
そ
う
「
10
月
の
こ
の

時
季
、
マ
イ
ナ
ス
５
度
に
な
る
し･･･

」

　
愛
知
県
飛
島
村
は
、
大
都
市
・
名
古

屋
市
の
と
な
り
村
。
面
積
も
相
良
村
の

４
分
の
１
も
な
い
と
こ
ろ
。
久
野
村

長
が
言
わ
れ
る
に
は
「
村
の
人
口
は

４
５
０
０
人
ば
か
り
だ
け
ど
、
昼
間
は

村
の
工
場
・
会
社
に
人
が
集
ま
る
か
ら

３
倍
の
人
口
に
な
る
よ
！
」

　

鹿
児
島
県
の
ト
カ
ラ
列
島
の
三
島

村
、
三
つ
の
島
に
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
人

余
り
住
み
、
合
計
３
２
６
人
の
人
口
。

歴
史
的
・
地
理
的
理
由
か
ら
役
場
は
鹿

児
島
市
に
あ
り
職
員
も
村
長
も
鹿
児
島

市
に
住
民
票
を
置
く
。
し
た
が
っ
て
大

山
村
長
は
、
村
長
選
挙
に
は
自
分
に
投

票
で
き
ず
鹿
児
島
市
長
の
選
挙
に
投
票

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
?! ･･･

も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
ホ
ン
ト
の
こ
と
で
す
か
ら
。

　

全
国
に
は
い
ろ
ん
な
村
が
あ
り
ま

す
、
相
良
村
は
は
っ
き
り
言
っ
て
非
常

に
条
件
の
い
い
村
で
す
。
み
ん
な
で
ガ

ン
バ
ッ
テ
、
日
本
一
の
村
を
実
現
し
ま

し
ょ
う
！

☆

　
今
年
も
一
年
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
来
年
も
宜
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
！

相良村長

德 田  正 臣
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

◆母子健康手帳
　交付・両親学級
　（受付9:00～9:20
　ふれあいセンター）

◆発達相談

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

7 8 9 10 11 12 13
●家庭の日 ◆６か月児育児学

級
　（H26.４月生）
　（相良村会場）

◆児童相談所事後
指導

●収納窓口延長
　（税務課）
　午後７時まで

◆こころの健康相
談（要予約）

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

14 15 16 17 18 19 20
●雨宮神社大祭 ◆母子健康手帳

　交付・両親学級
　（受付9:00～9:20
　ふれあいセンター）

●総合体育館休館日

◆ちゃちゃくらぶ ◆3～4か月健診
　（Ｈ26.８.6 ～
９.5生）
　（山江村会場）

◆乳幼児発達相談

●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

21 22 23 24 25 26 27
●球磨一周駅伝 ●天皇誕生日 ●収納窓口延長

　（税務課）
　午後７時まで
●村内小中学校
　終業式

◆こころの健康相
談（要予約）

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

28 29 30 31 ★１２月は国民健康保険税第８期及び固定資産税第
３期の納付月です。納め忘れのないよう便利な口
座振替のご利用を！

★保育料は毎月納期限内に納めましょう！保育料の
納期は毎月２５日です。（２５日が土・日・祝祭
日の場合は、翌日になります。）

12月の行事予定 変更になる場合もあります。 ◆保健福祉関係　●教育委員会ほか

☆毎週木曜日は「ノーテレビデー・ノーゲームデー」…
　テレビやゲームから離れ、生み出された時間を学習や読書、家族団らんなどの時間としましょう。

年末年始のパスポート申請はお早めに
　年末年始の１２月２７日（土）～１月４日（日）の間、パスポート窓口は休みになります。

　パスポートの申請から交付までは、新規（切替）申請の場合、約１１日かかります。

　所要日数は、窓口開設日のみを数えた日数で、土日祝日、休日（年末年始を含む）を含み

ません。十分余裕をもって申請されますようお願いします。

申　請　日 交付予定日 申　請　日 交付予定日 申　請　日 交付予定日

１２月　８日（月） １２月２２日（月） １２月１５日（月） 　１月　６日（火） １２月２２日（月） １月１４日（水）

１２月　９日（火） １２月２４日（水） １２月１６日（火） 　１月　７日（水） １２月２４日（水） １月１５日（木）

１２月１０日（水） １２月２５日（木） １２月１７日（水） 　１月　８日（木） １２月２５日（木） １月１６日（金）

１２月１１日（木） １２月２６日（金） １２月１８日（木） 　１月　９日（金） １２月２６日（金） １月１９日（月）

１２月１２日（金） 　１月　５日（月） １２月１９日（金） 　１月１３日（火）

■問合せ先　保健福祉課戸籍係

総合体育館休館　平成27年1月5日まで
年末警戒



〈問合せ先〉総務課35-0211

相良村の人口と世帯

世帯数　1,661世帯（△４）
男　　　2,279人　（△５）
女　　　2,553人　（△２）
計　　　4,832人　（△７）

（10月末現在）

※（　）内は、先月末との差です。
※外国人住民を含めた集計です。

香
典
返
し
〈
10
月
分
〉

相
良
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ

※
敬
称
略

村木/茶 村花/福寿草 村鳥/セキレイ

濱
　
野
　
己
　
年
（
中
　
央
）

永
　
尾
　
俊
　
春
（
十
　
島
）

森
　
田
　
ノ
リ
子
（
朝
　
迫
）

グラウンドゴルフでいきいき!
　

10
月
14
日（
火
）「
第
35
回
相

良
村
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会

杯
大
会
」
が
相
良
村
運
動
公
園

で
開
か
れ
、
会
員
１
０
３
人
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

西
田
テ
ル
子
さ
ん（
中
央
）は
、

「
入
ら
な
い
と
歯
が
ゆ
い
が
、ホ
ー

ル
イ
ン
ワ
ン
が
決
ま
る
と
う
れ

し
い
」
と
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
の

楽
し
さ
を
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

優　

勝　

有
田　

チ
エ
子

27
打（
１
打　

３
本
）

準
優
勝　

十
津
川　

リ
ン
子

34
打（
１
打　

２
本
）

第
３
位　

豊
永　

和
洋

35
打（
１
打　

２
本
）

第
４
位　

圡
肥　

圣
嘉

35
打（
１
打　

１
本
）

第
５
位　

川
邊　

朝
子

36
打（
１
打　

１
本
）

　

10
月
30
日（
木
）、
相
良
村
体

育
協
会
主
催
の
「
第
19
回
村
民

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
」
が
相

良
村
運
動
公
園
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。村
内
か
ら
90
名
の
参
加
で
、

86
歳
の
愛
甲
敏
さ
ん（
下
四
浦
）、

86
歳
の
池
田
タ
エ
さ
ん（
松
葉
）が

最
高
齢
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

優　

勝　

中
村　

憲
一

30
打（
１
打　

２
本
）

準
優
勝　

乙
益　

豊
子

32
打（
１
打　

２
本
）

第
３
位　

田
山　

利
光

32
打（
１
打　

１
本
）

第
４
位　

豊
永　

豊
臣

34
打（
１
打　

２
本
）

第
５
位　

西　

久
美
子

34
打（
１
打　

２
本
）

ナ
イ
ス
シ
ョ
ッ
ト
！

入
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

発行日／平成26年11月27日　　編集・発行／熊本県球磨郡相良村総務課
〒868-8501 熊本県球磨郡相良村大字深水2500番地1
TEL 0966–35–0211　  FAX 0966–35–0011
E-mail  info@vill.sagara.lg.jp　 ホームページ  http://www.vill.sagara.lg.jp/

子どもさん（赤ちゃん）のご応募をお待ちしています。お誕生日の記念にいかがですか？

イチバンちゃん募集中！！

わがやの イチバン

緒
お

方
が た

　須
す

寿
ず

菜
な

 ちゃん

（永江区）

生年月日：平成２５年１２月８日
お父さん：良治さん
お母さん：玲奈さん

お姉ちゃん（寿乃ちゃん）からのメッセージ

「早く大きくなって
　　　　　一緒に遊ぼうね♪」

【
今
月
の
表
紙
】

　１０月２５日、２６日に開かれた全国村長サ
ミット。特色ある村づくりに取り組まれている村
を表彰した「村 オブ ザ イヤー」の審査員と受賞
村の代表の皆さんです。


